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○
労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

新
旧
対
照
条
文

一

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
及
び
労
働
衛
生
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
労
働
省
告
示
第
三
十
七
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

(

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
の
筆
記
試
験
の
一
部
免
除)
(

労
働
安
全
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
試
験
の
筆
記
試
験
の
一
部
免
除)

第
二
条

規
則
第
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
は
、
次
の

第
二
条

規
則
第
四
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
別
に
定
め
る
者
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
と
し
、
そ
の
者
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て

欄
に
掲
げ
る
試
験
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
科
目
に
つ
い
て

筆
記
試
験
を
免
除
す
る
。

筆
記
試
験
を
免
除
す
る
。

資
格
を
有
す
る
も
の

試
験
の
区
分

科
目

資
格
を
有
す
る
も
の

試
験
の
区
分

教
科

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

土
木
安
全
に
係
る
中
央
産
業
安
全
専
門

土
木

土
木
安
全

土
木
安
全
に
係
る
中
央
産
業
安
全
専
門

土
木

土
木
安
全

官
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八
条
第

官
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
計

三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
計

画
に
つ
い
て
同
法
第
八
十
九
条
第
一
項

画
に
つ
い
て
同
法
第
八
十
九
条
第
一
項

の
審
査
の
事
務
を
行
う
者
又
は
独
立
行

の
審
査
の
事
務
を
行
う
者
又
は
独
立
行

政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
に

政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
に

お
い
て
土
木
安
全
に
関
す
る
研
究
に
関

お
い
て
土
木
安
全
に
関
す
る
研
究
に
関

す
る
企
画
、
指
導
等
を
行
う
者
と
し
て

す
る
企
画
、
指
導
等
を
行
う
者
と
し
て

五
年
以
上
そ
の
職
務
（
当
該
職
務
に
従

五
年
以
上
そ
の
職
務
（
当
該
職
務
に
従

事
す
る
者
の
行
う
業
務
を
直
接
管
理
し

事
す
る
者
の
行
う
業
務
を
直
接
管
理
し

、
又
は
監
督
す
る
職
務
を
含
む
。
）
に

、
又
は
監
督
す
る
職
務
を
含
む
。
）
に

従
事
し
た
者

従
事
し
た
者

建
築
安
全
に
係
る
中
央
産
業
安
全
専
門

建
築

建
築
安
全

建
築
安
全
に
係
る
中
央
産
業
安
全
専
門

建
築

建
築
安
全

官
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八
条
第

官
、
労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
計

三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
あ
つ
た
計

画
に
つ
い
て
同
法
第
八
十
九
条
第
一
項

画
に
つ
い
て
同
法
第
八
十
九
条
第
一
項

の
審
査
の
事
務
を
行
う
者
又
は
独
立
行

の
審
査
の
事
務
を
行
う
者
又
は
独
立
行



- 2 -

政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
に

政
法
人
労
働
安
全
衛
生
総
合
研
究
所
に

お
い
て
建
築
安
全
に
関
す
る
研
究
に
関

お
い
て
建
築
安
全
に
関
す
る
研
究
に
関

す
る
企
画
、
指
導
等
を
行
う
者
と
し
て

す
る
企
画
、
指
導
等
を
行
う
者
と
し
て

五
年
以
上
そ
の
職
務
（
当
該
職
務
に
従

五
年
以
上
そ
の
職
務(

当
該
職
務
に
従

事
す
る
者
の
行
う
業
務
を
直
接
管
理
し

事
す
る
者
の
行
う
業
務
を
直
接
管
理
し

、
又
は
監
督
す
る
職
務
を
含
む
。
）
に

、
又
は
監
督
す
る
職
務
を
含
む
。)

に

従
事
し
た
者

従
事
し
た
者

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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二

昭
和
五
十
八
年
労
働
省
告
示
第
六
十
二
号
（
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
第
五
条
の
二
第
一
項
の
審
査
の
た
め
職
員
を
出
張
さ
せ
る
場
合
を
定
め
る
件
）
（

抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
別
表
第
三
第
五
号
、
第

厚
生
労
働
大
臣
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
関
係
手
数
料
令
別
表
第
三
第
五
号
又
は

六
号
又
は
第
十
三
号
に
掲
げ
る
器
具(

以
下
「
検
定
対
象
器
具
」
と
い
う
。)

の
型

第
六
号
に
掲
げ
る
器
具
（
以
下
「
検
定
対
象
器
具
」
と
い
う
。
）
の
型
式
に
つ
い

式
に
つ
い
て
の
検
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
つ
い
て
次

て
の
検
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
請
に
つ
い
て
次
の
各
号
の

の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
型
式
の
検
定
対
象

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
由
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
型
式
の
検
定
対
象
器
具
を
製

器
具
を
製
造
し
、
及
び
検
査
す
る
設
備
等
が
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年

造
し
、
及
び
検
査
す
る
設
備
等
が
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五

法
律
第
五
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
厚
生

十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令

労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど

で
定
め
る
基
準
（
以
下
「
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
審

う
か
を
審
査
す
る
た
め
そ
の
職
員
を
し
て
当
該
設
備
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る

査
す
る
た
め
そ
の
職
員
を
し
て
当
該
設
備
等
の
所
在
地
に
出
張
さ
せ
る
も
の
と
す

も
の
と
す
る
。

る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）
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三

平
成
八
年
労
働
省
告
示
第
十
三
号
（
労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
二
十
条
の
三
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
件
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労

働
省
令
第
八
号
）
第
二
十
条
の
三
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条

働
省
令
第
八
号
）
第
二
十
条
の
三
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
同
条

第
一
号
の
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣

第
一
号
の
労
働
者
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
措
置
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
も
の
及
び
同
条
第
三
号
の
労
働
者
の
安
全
又
は
衛
生
を
確
保
す
る
た
め

が
定
め
る
も
の
及
び
同
条
第
三
号
の
労
働
者
の
安
全
又
は
衛
生
を
確
保
す
る
た
め

の
措
置
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
し

の
措
置
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
と
し

、
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

、
平
成
九
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

（
略
）

二

（
略
）

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
認
定

ロ

労
働
安
全
衛
生
法
第
八
十
八
条
第
一
項
た
だ
し
書
（
同
条
第
二
項
に
お

を
受
け
た
事
業
主
が
講
ず
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
た
事
業
主

省
令
第
三
十
二
号
）
第
八
十
七
条
に
掲
げ
る
措
置

が
講
ず
る
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号

）
第
八
十
七
条
に
掲
げ
る
措
置
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四

イ
ン
ジ
ウ
ム
化
合
物
等
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
場
に
お
い
て
労
働
者
に
使
用
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
呼
吸
用
保
護
具
（
平
成
二
十
四
年
厚

生
労

働
省
告
示
第
五
百
七
十
九
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

第
一
号
の
表
の
粒
子
捕
集
効
率
の
う
ち
、
防
じ
ん
マ
ス
ク
に
係
る
も
の
に

三

第
一
号
の
表
の
粒
子
捕
集
効
率
の
う
ち
、
防
じ
ん
マ
ス
ク
に
係
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
防
じ
ん
マ
ス
ク
の
規
格
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
十
九

つ
い
て
は
、
防
じ
ん
マ
ス
ク
の
規
格
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
十
九

号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
試
験
方
法
に
よ
り
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保

号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
試
験
方
法
に
よ
り
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保

護
具
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
電
動
フ
ァ
ン
付
き
呼
吸
用
保
護
具
の
規
格

護
具
に
係
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｔ
八
一
五
七
に
規
定
す
る

（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
四
百
五
十
五
号
）
第
六
条
に
規
定
す

試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
試
験
方
法
に
よ
り
測
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。


